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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面側が開口した箱状の収納ユニット本体と、前記収納ユニット本体の前面側にその横
幅方向にスライド移動可能に設けられた板状の引戸部材とを有する間仕切り収納ユニット
であって、
　前記収納ユニット本体の上面には、横幅方向に伸びる２本のレール部材が、前後方向に
所定間隔を隔てて設けられており、
　前記引戸部材の背面上部戸尻側には、前記収納ユニット本体の上面方向に向かって伸び
る互いに長さの異なる２本のアーム部材が横に並べて取り付けられており、
　短尺側のアーム部材の先端に設けられたガイドローラーが前側に設けられているレール
部材にスライド可能に嵌合されており、
　長尺側のアーム部材の先端に設けられたガイドローラーが背側に設けられているレール
部材にスライド可能に嵌合されており、
　前記引戸部材の底面には、前記収納ユニット本体の前面に沿って走行する移動用ローラ
ーが戸先側と戸尻側に間隔をあけて設けられており、
　前記引戸部材は、その上端が前記２本のアーム部材よりも上方に突出するように形成さ
れていることを特徴とする間仕切り収納ユニット。
【請求項２】
　前記引戸部材の上面には、長手方向に伸びるガイド溝が更に形成されており、
　前記収納ユニット本体の上面戸先側に取り付けられたガイド部材の先端が前記ガイド溝
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にスライド自在に嵌り込んでいることを特徴とする請求項１に記載の間仕切り収納ユニッ
ト。
【請求項３】
　前記収納ユニット本体の底板には、前記収納ユニット本体の底面から出没するキャスタ
ーが取り付けられていることを特徴とする請求項１又は２に記載の間仕切り収納ユニット
。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、室内の間仕切りとしての機能と、収納ユニットとしての機能とを併有した間
仕切り収納ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　リビングルームとダイニングルームとを別々に区切ったり、リビングにＤＥＮと呼ばれ
る小さな書斎を作るといった具合に、生活スタイルに合わせて１つの部屋を複数の空間に
分割して利用したいという要望がある。これに加えて室内の収容スペースをより多く確保
したいという要望もある。
【０００３】
　これら要望を同時に解決するための手段として、例えば、特許文献１に示すような間仕
切り収納ユニットが提案されており、今日、多くのユーザーに利用されている。
【０００４】
　従来の間仕切り収納ユニットは、収納ユニット本体（仕切り体）と、収納ユニット本体
の前面を覆う引戸部材（摺動パネル）とを有している。収納ユニット本体は、前面が開口
した箱状のもので、その内部に自在棚が設けられており、収納ユニットとして使用できる
ようになっている。
【０００５】
　収納ユニット本体の前面開口上部ならびに下部には、バリアフリーのために入れ子式の
ガイドレールがそれぞれ取り付けられており、このガイドレール間に引戸部材が嵌め込ま
れている。
【０００６】
　この従来の間仕切り収納ユニットを使用する際には、所望の位置（例えば、収納ユニッ
ト本体と引戸部材の引き出し側の壁との間に通路を設けた状態で部屋や廊下の隅に間仕切
り収納ユニットを設置するような場合）に間仕切り収納ユニットをセッティングして部屋
や廊下を区切る。この場合、引戸部材が収納ユニット本体の前面に収容された状態では、
引戸部材が収納ユニット本体の扉として機能し、収納ユニット本体の側面と部屋の壁との
間が区切られた空間の出入口となる。一方、引戸部材が収納ユニット本体から引き出され
た状態では、収納ユニット本体が間仕切りとして機能し、引戸部材が前記出入口の扉とし
て機能することになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－１３５８３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従来の間仕切り収納ユニットの入れ子式のガイドレールは、バリアフリーとしては好ま
しいが、引戸部材をその上下両側から挟むような構造となっているため、引戸部材を水平
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方向にガタツキなく滑らかにスライドさせるためにはガイドレールを精度よく水平且つ平
行に取り付ける必要があり、組み立てが困難であるという問題がある。
【０００９】
　また、間仕切り収納ユニットを正面から見たときには、上下のガイドレールが収納ユニ
ットの正面から見えてしまうために美観が損なわれるといった問題もあった。
【００１０】
　さらに、従来の間仕切り収納ユニットは固定式であったため、一度設置すると移動が困
難であったという問題もあった。
【００１１】
　本発明は、かかる従来の問題点に鑑みてなされたもので、加工や組み立てが容易である
にもかかわらず引戸部材を水平方向にガタツキなく滑らかにスライドさせることができ、
しかも、ガイドレールが正面に露出せず美観に優れた間仕切り収納ユニットを提供するこ
とを主たる目的とし、間仕切り収納ユニット全体が移動可能となっていることを従たる目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　請求項１に記載した発明は、「前面側が開口した箱状の収納ユニット本体１２と、収納
ユニット本体１２の前面側にその横幅方向にスライド移動可能に設けられた板状の引戸部
材１４とを有する間仕切り収納ユニット１０であって、
　収納ユニット本体１２の上面には、横幅方向に伸びる２本のレール部材２８ａ，２８ｂ
が、前後方向に所定間隔を隔てて設けられており、
　引戸部材１４の背面上部戸尻側には、収納ユニット本体１２の上面方向に向かって伸び
る互いに長さの異なる２本のアーム部材１６，１８が横に並べて取り付けられており、
　短尺側のアーム部材１６の先端に設けられたガイドローラー４２が前側に設けられてい
るレール部材２８ａにスライド可能に嵌合されており、
　長尺側のアーム部材１８の先端に設けられたガイドローラー５６が背側に設けられてい
るレール部材２８ｂにスライド可能に嵌合されており、
　引戸部材１４の底面には、収納ユニット本体１２の前面に沿って走行する移動用ローラ
ー３４が戸先側と戸尻側に間隔をあけて設けられており、
　引戸部材１４は、その上端が２本のアーム部材１６，１８よりも上方に突出するように
形成されている」ことを特徴とする間仕切り収納ユニット１０である。
【００１３】
　請求項２に記載した発明は請求項１に加えて、「引戸部材１４の上面には、長手方向に
伸びるガイド溝１４ａが形成されており、収納ユニット本体１２の上面戸先側に取り付け
られたガイド部材２０の先端２０ｄがガイド溝１４ａにスライド自在に嵌り込んでいる」
ことを特徴とする。
【００１４】
　請求項３に記載した発明は、「収納ユニット本体１２の底板１２ｄには、収納ユニット
本体１２の底面から出没するキャスター３２が取り付けられている」ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１に記載の間仕切り収納ユニット１０によれば、引戸部材１４の背面側上部戸尻
側に長さの異なる２本のアーム部材１６，１８を取り付け、各アーム部材１６，１８の先
端に設けられたガイドローラー４２，５６を収納ユニット本体１２の上面に設けられたレ
ール部材２８ａ，２８ｂにスライド可能に嵌合し、引戸部材１４の底面に移動用ローラー
３４を設けるという簡単な構造で、引戸部材１４を収納ユニット本体１２の前面に沿って
水平方向にガタツキなく滑らかにスライドさせて収納ユニット本体１２の前面を全面開口
することができる。しかも、引戸部材１４の収納ユニット本体１２への取り付けは、アー
ム部材１６，１８の先端に設けられているガイドローラー４２，５６をレール部材２８ａ
，２８ｂに上から嵌め込むだけで完了するので、間仕切り収納ユニット１０の製造に際し
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て難しい加工や組み立てを必要とすることはない。
【００１６】
　また、引戸部材１４は、その上端がアーム部材１６，１８よりも上方に突出するように
形成されているので、引戸部材１４の該突出部分がレール部材２８ａ，２８ｂは勿論、２
本のアーム部材１６，１８の目隠しとして機能し、前記レール部材２８ａ，２８ｂ及び収
納ユニット本体１２への引戸部材１４の取り付け部材であるアーム部材１６，１８が外か
ら見えることはなく、美観に優れた間仕切り収納ユニット１０を提供できる。
【００１７】
　請求項２に記載の間仕切り収納ユニット１０によれば、収納ユニット本体１２の上面戸
先側にガイド部材２０を後から取り付けるのであるが、当該ガイド部材２０の先端２０ｄ
が引戸部材１４の上面に設けられたガイド溝１４ａに嵌り込んでいるので、引戸部材１４
を左右方向にスライドさせる際に引戸部材１４の前後方向の移動がガイド部材２０によっ
て規制されることとなり、引戸部材１４の戸先側が開くのを防止できる。
【００１８】
　請求項３に記載の間仕切り収納ユニット１０によれば、収納ユニット本体１２の底面に
キャスター３２が突出・没入可能に設けられているので、このキャスター３２を下方に突
出させると収納ユニット本体１２が床面Ｃから浮きあがり、大重量の間仕切り収納ユニッ
ト１０を簡単に移動させることができるようになる。間仕切り収納ユニット１０を所定の
位置に移動させたあとは、キャスター３２を上方へ移動させて収納ユニット本体１２内に
没入させればよく、これにより収納ユニット本体１２が床面Ｃに接地する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】この発明にかかる間仕切り収納ユニットの使用状態を示す図である。
【図２】間仕切り収納ユニットの要部断面図（一部省略）である。
【図３】短尺側のアーム部材を示す正面図である。
【図４】間仕切り収納ユニットの平面図（一部省略）である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明を図面に従って説明する。本発明の間仕切り収納ユニット１０は、収納ユ
ニット本体１２、引戸部材１４、長さの異なる左右一対のアーム部材１６，１８及び必要
に応じて設けられるガイド部材２０により大略構成されている。
【００２１】
　収納ユニット本体１２は、前面が開口した箱状の部材で、左右一対の側板１２ａ，１２
ｂ、天板１２ｃ、底板１２ｄおよび背板１２ｅにより構成されており、左右一対の側板１
２ａ，１２ｂの間に天板１２ｃ、底板１２ｄを架け渡すとともに背面側に背板１２ｅが取
り付けられている。
【００２２】
　各側板１２ａ，１２ｂの内側面には、上下方向に所定間隔を隔てて設けられた複数のダ
ボ穴２２が、奥行方向（前後方向）両側に２箇所（上下には１段又は複数段）並んで設け
られている。各ダボ穴２２には、ダボ２４が取り付けられており、このダボ２４に棚板２
６が載置されている。側板１２ａ，１２ｂ、天板１２ｃ、底板１２ｄ、背板１２ｅならび
に棚板２６にて仕切られることにより形成された空間が収容空間Ａである（収容空間Ａは
、ダボ２４の取り付け位置に応じて所望の大きさに設定できる）。
【００２３】
　天板１２ｃの上面前端部には、天板１２ｃの戸尻側から横幅方向に両端を除いてそのほ
ぼ全長に伸びる２本のレール部材２８ａ，２８ｂが前後方向に所定間隔を隔てて埋設され
ている。
　各レール部材２８（２８ａ，２８ｂ）は、断面上向き略コ字状の長尺部材で、アルミニ
ウムなどの金属を素材として形成された押出型材を所定寸法にて切り出すことにより形成
される。
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【００２４】
　底板１２ｄは、収納ユニット本体１２を床面Ｃに載置したとき、床面Ｃとの間に空間が
存在するように側板１２ａ，１２ｂの下端部端縁からやや上方位置に取り付けられている
（この空間がキャスター収容空間Ｂである）。
　底板１２ｄの下面の各隅部には、キャスター取付ネジ孔３０がそれぞれ形成されており
、各キャスター取付ネジ孔３０にキャスター３２がそれぞれ取り付けられている。
【００２５】
　キャスター３２は、車輪３２ａ、車輪３２ａを回転可能に保持するフレーム３２ｂおよ
びフレーム３２ｂから上方に伸びる雄ネジ３２ｃとを有しており、雄ネジ３２ｃがキャス
ター取付ネジ孔３０に螺着されている。
【００２６】
　なお、通常状態では、キャスター３２の車輪３２ａが床面Ｃに接地しているか、床面Ｃ
からやや浮いた状態となっており、間仕切り収納ユニット１０を移動させる必要が生じた
場合には、キャスター３２をキャスター収容空間Ｂから下方に突出させることになる。具
体的には、雄ネジ３２ｃをキャスター取付ネジ孔３０から螺退させる方向に回転させれば
よく、これによりキャスター３２の車輪３２ａがキャスター収容空間Ｂから下方に突出し
（相対的に収納ユニット本体１２が床面Ｃから浮く）、間仕切り収納ユニット１０を容易
に動かすことができるようになる。
【００２７】
　引戸部材１４は、正方形あるいは縦長長方形の板状部材であり、その両端表裏両面には
引手１４ｄが設けられており、更にその上面には、ガイド部材２０が設置される場合のみ
、長手方向に少なくとも両端を除いたそのほぼ全長に延びる細長のガイド溝１４ａが刻設
されている。
【００２８】
　引戸部材１４の底面左右両側には、移動用ローラー取付凹所１４ｃがそれぞれ形成され
ており、各移動用ローラー取付凹所１４ｃに移動用ローラー３４が回動自在に取り付けら
れ、引戸部材１４の底面から露出している。移動用ローラー３４の回転軸３４ａは、引戸
部材１４の前後方向に伸びるように設定されている。
【００２９】
　長さの異なる左右一対のアーム部材１６，１８は、引戸部材１４を収納ユニット本体１
２に対して横幅方向にスライドさせるときのガイドとして機能するものである。なお、本
実施例では、短尺側のアーム部材１６が戸尻側で、長尺側のアーム部材１８が戸先側に配
置されているが、その位置は別段限定されるものではなく、これらを逆に配置してもよい
。
【００３０】
　短尺側のアーム部材１６は、短尺側アーム部材本体３６と固定金具３８とで大略構成さ
れている。短尺側アーム部材本体３６は、金属などの剛性材料からなる細長の板状部材を
略Ｌ字状に屈曲形成したもので、水平方向に伸びる部分が上側片３６ａで、垂直方向に伸
びる部分が取付片３６ｂである。
【００３１】
　上側片３６ａの先端中央部分には、支持軸取付用孔３６ｃが形成されており、この支持
軸取付用孔３６ｃに支持軸４０が、上側片３６ａから垂設した状態で取り付けられている
。支持軸４０の下端部には、支持軸４０を回転中心とするガイドローラー４２が回転可能
に取り付けられている。
【００３２】
　ガイドローラー４２は、前側レール部材２８ａ内に溝底から浮いた状態でスライド可能
に嵌合されている。ガイドローラー４２の上面は、前側レール部材２８ａの上面と面一と
なるように嵌り込んでいる。
【００３３】
　取付片３６ｂの中央部分には、断面略三角形状の係合凹部３６ｄが形成されている。係
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合凹部３６ｄは、下方に向かうに従って深くなるように設定されている。
【００３４】
　固定金具３８は、金属などの剛性材料からなる矩形板状の部材である。固定金具３８の
四隅には、ビス孔３８ａがそれぞれ形成されており、このビス孔３８ａに挿通したビス４
４の先端を引戸部材１４にねじ込むことにより固定金具３８が引戸部材１４に取り付けら
れている。なお、本実施例では、固定金具３８が引戸部材１４の背面上部戸尻側に取り付
けられている。
【００３５】
　固定金具３８の装着面側は、その中央部分が凹んでおり、当該凹所３８ｂの上側が外方
に開口している。したがって、固定金具３８が引戸部材１４に取り付けられた状態では、
固定金具３８と引戸部材１４とで囲まれた凹所３８ｂがアーム部材収容凹所Ｄとなり、こ
のアーム部材収容凹所Ｄに短尺側アーム部材本体３６の取付片３６ｂが挿入される。
【００３６】
　固定金具３８の中央部分には、上記取付片３６ｂの係合凹部３６ｄと係合する係合爪３
８ｃが形成されている。係合爪３８ｃは、断面が略三角形状で、係合凹部３６ｄと合うよ
う、下方に向かうにしたがって装着面側に突出するように形成されている。したがって、
アーム部材収容凹所Ｄに取付片３６ｂが挿入された状態では、この係合爪３８ｃが係合凹
部３６ｄに係合して嵌め殺し状態となり、短尺側アーム部材本体３６がアーム部材収容凹
所Ｄから離脱する方向に移動するのを規制できるようになっている。
【００３７】
　長尺側のアーム部材１８は、長尺側アーム部材本体４６と固定金具３８とで大略構成さ
れている。長尺側アーム部材本体４６は、取付部材４８とガイド部材５０とを有する。取
付部材４８は、金属などの剛性材料からなる細長の板状部材を略Ｌ字状に屈曲形成したも
ので、水平方向に伸びる部分が上側片４８ａで、垂直方向に伸びる部分が取付片４８ｂで
ある。
【００３８】
　上側片４８ａの先端部分の左右両側には、ビス取付用ネジ孔４８ｃが形成されている。
また、取付片４８ｂの中央部分には、固定金具３８の係合爪３８ｃが係合する断面略三角
形状の係合凹部４８ｄが形成されている。係合凹部４８ｄは、下方に向かうに従って深く
なるように設定されている。したがって、固定金具３８のアーム部材収容凹所Ｄに取付片
４８ｂが挿入された状態では、固定金具３８の係合爪３８ｃが係合凹部４８ｄに係合して
嵌め殺し状態となり、長尺側アーム部材本体４６がアーム部材収容凹所Ｄから離脱する方
向に移動するのを規制できるようになっている。
【００３９】
　ガイド部材５０は、金属などの剛性材料からなる細長の板状部材を略Ｓ字状に屈曲形成
したもので、上側の水平方向に伸びる部分が上側片５０ａで、下側の水平方向に伸びる部
分が下側片５０ｂである。
【００４０】
　上側片５０ａには、長手方向に伸びる２本の長孔５０ｃが幅方向に所定間隔を隔てて、
ビス取付用ネジ孔４８ｃに対応して形成されている。各長孔５０ｃには、ビス５２がその
下面側から挿入されており、ビス５２の挿入端部をビス取付用ネジ孔４８ｃに螺合するこ
とによってガイド部材５０が取付部材４８に対して前後方向に位置調整可能に取り付けら
れることになる。したがって、間仕切り収納ユニット１０毎に２本のレール部材２８ａ，
２８ｂの間隔のばらつきがあったとしても、長尺側のアーム部材１８の長さを調整するこ
とにより引戸部材１４を収納ユニット本体１２に対して統一的に取り付けることができる
。
【００４１】
　なお、本実施例では、ガイド部材５０に長孔５０ｃを設け、この長孔５０ｃ内でのビス
５２の位置を適宜調整することによって長尺側のアーム部材１８の長さを調整するように
したが、長尺側のアーム部材１８の長さ調整ができればその構成はどのような方法でもよ
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く、例えば入れ子構造を採用してもよい。
【００４２】
　下側片５０ｂの先端中央部分には、支持軸取付用孔５０ｄが形成されており、この支持
軸取付用孔５０ｄに支持軸５４が、下側片５０ｂから垂設した状態で取り付けられている
。支持軸５４の下端部には、支持軸５４を回転中心とするガイドローラー５６が回転可能
に取り付けられている。
【００４３】
　ガイドローラー５６は、後側レール部材２８ｂに溝底から浮いた状態でスライド可能に
嵌合されている。ガイドローラー５６の上面と後側レール部材２８ｂの上面とは、面一と
なるように設定されている。
【００４４】
　ガイド部材２０は、引戸部材１４を収納ユニット本体１２に対してその横幅方向にスラ
イドさせる際のガイドとして必要に応じて設けられるもので、金属などの剛性材料からな
る細長の板状部材を曲折することにより形成され、水平に延びた取付部２０ａと、取付部
２０ａの先端に延設されている下向きコ字状のガイド部２０ｂとを有する。
【００４５】
　取付部２０ａには、複数（本実施例では４つ）のネジ孔２０ｃが形成されており、別途
用意したビス６０の先端をネジ孔２０ｃに挿通するとともにその挿通端を収納ユニット本
体１２の天板１２ｃにねじ込む。これにより、ガイド部材２０が収納ユニット本体１２に
取り付けられることになる。なお、本実施例では、取付部２０ａが天板１２ｃの戸先側で
且つ後側レール部材２８ｂの背側に取り付けられている。
【００４６】
　ガイド部材２０が収納ユニット本体１２（より詳しくは天板１２ｃ）に取り付けられた
状態において、ガイド部２０ｂは、前後一対のレール部材２８ａ，２８ｂを跨ぐように設
けられており、その先端２０ｄが引戸部材１４のガイド溝１４ａに嵌り込んでいる。
【００４７】
　以上のように構成された間仕切り収納ユニット１０を使用する際には、まず、引戸部材
１４を収納ユニット本体１２から外し、収納ユニット本体１２だけを室内或いは廊下の所
望の位置に移動させてこれを床面Ｃに設置する。ガイド部材２０が設置されていない場合
には、引戸部材１４を上に持ち上げてガイドローラー４２，５６をレール部材２８ａ，２
８ｂから取り外す。ガイド部材２０が設置されている場合は、先にガイド部材２０を外し
、その後で引戸部材１４を外す。
【００４８】
　収納ユニット本体１２の移動に際しては、キャスター収容空間Ｂに収容されているキャ
スター３２の雄ネジ３２ｃを回してキャスター３２を床面Ｃに当接させて収納ユニット本
体１２を持ち上げ、例えば、部屋や廊下の隅に移動させ、キャスター３２を前述と逆方向
に作動させて引き揚げ、収納ユニット本体１２を設置する。収納ユニット本体１２の設置
後、取り外しの逆の作業により引戸部材１４を収納ユニット本体１２に取り付ける。ガイ
ド部材２０が必要である場合には、その後でその先端をガイド溝１４ａに嵌め込み、収納
ユニット本体１２に取り付ける。この場合、間仕切り収納ユニット１０の引戸部材１４の
引き出し側の側面Ｓと壁面Ｈとの間には引戸部材１４の引き出し幅の空間が設けられ、こ
の部分が間仕切り空間Ｋの出入口となる。
【００４９】
　このような間仕切り空間Ｋを例えばミニ書斎として使用する場合、間仕切り空間Ｋに机
と椅子を設置し、設置された収納ユニット本体１２に必要な書籍その他必要品を収納する
。ミニ書斎で仕事をする場合、引戸部材１４を収納ユニット本体１２側から引き出して前
記出入口を閉じる。
【００５０】
　この時、引戸部材１４が戸尻側の１対のアーム部材１６，１８だけでガイドされる場合
（換言すれば、ガイド部材２０を用いない場合）、アーム部材１６，１８の間隔は引戸部
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材１４に比べて狭く且つ戸尻側に装着されているために引戸部材１４はガイドされている
とはいえ、収納ユニット本体１２から離れる方向に走りやすい。その場合、アーム部材１
６，１８には捩じり方向の力が加わるが、この１対のアーム部材１６，１８のガイドロー
ラー４２，５６の支持軸４０，５４を結ぶ線の長さが長い程、捩じり方向の力に対する抵
抗力が大となり、引戸部材１４を収納ユニット本体１２に沿って平行に進ませることが出
来るが、支持軸４０，５４を結ぶ線の長さが長くなると収納ユニット本体１２の開口幅が
狭くなってしまう。
【００５１】
　換言すれば、収納ユニット本体１２は前述のように収納として使用するので、引戸部材
１４を引いて収納ユニット本体１２の前面を開口させた場合、出来るだけ広く開かれるよ
うにする事が重要で、そのためにはアーム部材１６，１８の間隔を出来るだけ狭くしたい
。
【００５２】
　本発明のガイドローラー４２，５６の支持軸４０，５４を結ぶ線Ｍは、レール溝２８ａ
に平行な直線に直角に投影した線Ｎに比べて長くなるので、開口幅を犠牲にすることなく
前記捩じりに強い構造とすることが出来、スムーズな引戸部材１４の動きを実現できる。
なお、反対に引戸部材１４を収納ユニット本体１２側に引き込む場合、アーム部材１６，
１８は戸尻側に装着されているので、開く場合と異なり引戸部材１４を引っ張って行く形
となるので、引戸部材１４の動きはスムーズである。
【００５３】
　なお、ガイド部材２０を用いた場合には、戸先側において引戸部材１４をガイドするこ
とで、開く場合も引戸部材１４の動きはスムーズになる。
【００５４】
　なお、上述実施例では、引戸部材１４が向かって右側に開くよう構成された例について
説明したが、左右反転させて左側に開くよう構成してもよいし、また、引戸部材１４を２
枚設けて左右両側に開くよう構成してもよい。また、左右一対のアーム部材１６，１８を
別体のものとして形成したが、一体物として形成するようにしてもよい。さらに、左右一
対のアーム部材１６，１８のうち長尺側のアーム部材１８を長さ調整可能となるように構
成したが、短尺側のアーム部材１６を長さ調整可能に構成してもよいし、両者１６，１８
を長さ調整可能となるよう構成してもよい。
 
 
 
【符号の説明】
【００５５】
Ａ：収容空間、Ｂ：キャスター収容空間、Ｃ：床面、Ｄ：アーム部材収容凹所、Ｈ：壁面
、Ｋ：間仕切り空間、Ｓ：間仕切り収納ユニットの引戸部材の引き出し側の側面、１０：
間仕切り収納ユニット、１２：収納ユニット本体、１２ａ・１２ｂ：側板、１２ｃ：天板
、１２ｄ：底板、１２ｅ：背板、１４：引戸部材、１４ａ：ガイド溝、１４ｂ：移動用ロ
ーラー取付凹所、１４ｃ：移動用ローラー取付凹所、１４ｄ：引手、１６：短尺側のアー
ム部材、１８：長尺側のアーム部材、２０：ガイド部材、２０ａ：取付部、２０ｂ：ガイ
ド部、２０ｃ：ネジ孔、２０ｄ：先端、２２：ダボ穴、２４：ダボ、２６：棚板、２８：
レール部材、２８ａ：前側レール部材、２８ｂ：後側レール部材、３０：キャスター取付
ネジ孔、３２：キャスター、３２ａ：車輪、３２ｂ：フレーム、３２ｃ：雄ネジ、３４：
移動用ローラー、３４ａ：回転軸、３６：短尺側アーム部材本体、３６ａ：上側片、３６
ｂ：取付片、３６ｃ：支持軸取付用孔、３６ｄ：係合凹部、３８：固定金具、３８ａ：ビ
ス孔、３８ｂ：凹所、３８ｃ：係合爪、４０：支持軸、４２：ガイドローラー、４４：ビ
ス、４６：長尺側アーム部材本体、４８：取付部材、４８ａ：上側片、４８ｂ：取付片、
４８ｃ：ビス取付用ネジ孔、４８ｄ：係合凹部、５０：ガイド部材、５０ａ：上側片、５
０ｂ：下側片、５０ｃ：長孔、５０ｄ：支持軸取付用孔、５２：ビス、５４：支持軸、５
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６：ガイドローラー、５８：ネジ孔、６０：ビス
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